
【通所リハビリ（６時間以上7時間未満）】

（通所リハビリ・予防リハビリ共通）

※１　１ヶ月の総単位数に下表加算率を乗じます。（小数点以下四捨五入）

（通所リハビリのみ）

【一日あたりの料金】（単位）　 【加算料金】（単位）

Ⅰ

【加算料金】（単位） Ⅱ １月に４回以上実施

月２回までとし原則３ヶ月

Ⅰ

Ⅰ ６月に１回程度

Ⅱ ６月に１回程度

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

１００/日

５/回

※１介護職員等
処遇改善加算

保険総費用×8.6％ 右記

４０/日 ６００/回

６０/日

４０/月
科学的介護推進体
制加算

入浴介助加算

（Ⅰ）１５０（Ⅱイ）１５５（Ⅱロ）１６０

重度療養管理加算

中重度者ケア体制加算

退院時共同指導加算

口腔機能向上加算

１,０７７/日 ２７３/月

・家族送迎の方は、基本料金より47単位（片道）
減算となります。

・8時間以上9時間未満の場合はプラス50単位とな
ります。

・9時間以上10時間未満の場合はプラス100単位
となります。

栄養アセスメント加算

認知症短期集中
リハビリ実施加算

栄養改善加算

開始月から６月超

退所、退院日又は介護認定を受
けた日から３月以内

開始月から６月以内

４７３/月 開始月から６月超

２７０/月 事業所の医師が対応した場合

１１０/日

　要介護　１ ６７５/日
イ

５６０/月 開始月から６月以内

　要介護　２

　要介護　５ １,２２４/日
ハ

７９３/月

８０２/日 ２４０/月 開始月から６月超

利　　用　　料　　金　　表
令和６年６月１日改定

　合計単位数に10.17円を乗じた額（小数点以下切捨て）の１割・2割・３割がご利用者負担となります。

※１　居宅のケアマネジャーが作成する利用者負担限度額には反映されませんのでご了承下さい。

※　前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合は、基本料金の百分の三に相当する単位数を

要介護度 基本料金 項　　　　目 日　額　等 備　考

　　算定します。

２４０/日 １週間に２日を限度

１，９２０/月

日 額 等 ２００/回項　　　　目

リハビリテーションマ
ネジメント加算

短期集中個別リハビ
リテーション加算

開始月から６月以内　要介護　３ ９２６/日
ロ

５９３/月

２２/日 ５０/月

２４/日
口腔・栄養
スクリーニング加算

２０/回

２０/日

※1サービス提供体
制強化加算

リハビリテーション
提供体制加算

　要介護　４



【予防通所リハビリ】

【一月あたりの料金】（単位）　 【加算料金】（単位）

月２回までとし原則３ヶ月

Ⅰ ６月に１回程度

Ⅱ ６月に１回程度

Ⅰ

Ⅰ

【自己負担金】

入浴サービスを受けない方は、日用品費￥５０／日になります。

料金を掲示したもの以外に、利用者からの依頼により購入する日常生活費については実費を徴収いたします。

上記料金表について同意しました。

令和　　　年　　　月　　　日 ご利用者氏名 ：  　   　  　　　  　　　　　  印

令和　　　年　　　月　　　日 ご家族氏名　　： 　　　　　　　       　　 　  印

注）　日用品費、教養・娯楽費、行事費については、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。

介護老人保健施設　しろかね

※１介護職員等処遇改善加算 保険総費用×8.6％

項　　　目 日　額　等 内　　　訳

６００/回
口腔・栄養
スクリーニング加算

２０/回

４８０/月 ５/回

科学的介護推進体
制加算

４０/月

食　　　費 ￥７５０／日 昼食 　￥６００　　おやつ（希望制）　￥１５０

注）日用品費 ￥1００／日    シャンプー・リンス・石鹸・おしぼり・ハンドタオル 等

退院時共同指導加算

一体的サービス提供加算

　＊使用した場合のみ　（処理代込み） ￥８０／枚 尿取りパット

理美容代 実　費 出張床屋代

注）教養・娯楽・行事費 ￥１５０／日    
折り紙・色画用紙・色鉛筆等の材料やパズル等　

遊具・ボール・風船・音楽体操CD等の費用、足温浴器

オムツ代
￥１８０／枚 リハビリパンツ

￥１６０／枚 紙オムツ

日 額 等 栄養改善加算 ２００/回

備　考

　要支援　１ ２，２６８/月 サービス提供体制
強化加算

Ⅰ
８８/月 要支援１のみ

　要支援　２ ４，２２８/月 １７６/月 要支援２のみ

栄養アセスメント加算 ５０/月

項　　　　目

要介護度 基本料金 項　　　　目 日　額　等

※　利用を開始した日の属する月から起算して１２月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った

　　場合は要支援１の場合は１２０単減算、要支援２の場合は２４０単位減算となります。

注）　自己負担金については、令和６年４月１日改訂となります。


